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令和２年１月２９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年(ワ)第１１０４６号 商標権侵害差止等請求本訴事件 

平成３１年(ワ)第１７１６号 虚偽事実告知・流布行為差止請求反訴事件 

口頭弁論終結日 令和元年１１月１８日 

            判     決 5 

 

 

    本訴原告・反訴被告     株 式 会 社 守 半 海 苔 店 

（以下「原告」という。）     

    同訴訟代理人弁護士     石 井 晋 一 10 

    同 補 佐 人 弁 理 士     磯 野 富 彦 

鉾 田 慶 亮 

 

    本訴事件原告補助参加人     株 式 会 社 守 半 本 店 

（以下「補助参加人」という。）         15 

同訴訟代理人弁護士     石 井 晋 一 

 

    本訴被告・反訴原告     株 式 会 社 守 半 總 本 舗 

（ 以 下 「 被 告 」 と い う 。 ）       

同訴訟代理人弁護士     鈴 木 仁 志 20 

神 村 大 輔 

             

 

主     文 

１ 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 25 

２ 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 
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３ 訴訟費用（補助参加に対する異議によって生じた費用を除く。）は，補助参加

によって生じた費用を補助参加人の負担とし，その余の費用は，本訴反訴を通じて

これを３０分し，その２９を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 5 

１ 本訴請求 

(1) 被告は，その販売する焼きのり，味付けのり及び海苔茶漬の各包装に別紙２

被告標章目録記載１ないし７の各標章を付してはならない。 

(2) 被告は，焼きのり，味付けのり及び海苔茶漬について，別紙２被告標章目録

記載１ないし７の各標章をその包装に付したものの販売又は販売のための展示をし10 

てはならない。 

(3) 被告は，焼きのり及び味付けのりに関する商品の紹介用のパンフレットにつ

いて，別紙２被告標章目録記載８ないし１０の各標章を付して頒布してはならない。 

(4) 被告は，別紙６被告ウェブページ目録記載のウェブページに別紙２被告標章

目録記載１１の標章を表示してはならない。 15 

(5) 被告は，その店舗内に設置される売場表示において，別紙２被告標章目録記

載１２の標章を表示してはならない。 

(6) 被告は，別紙２被告標章目録記載１ないし７の各標章を付した，焼きのり，

味付けのり及び海苔茶漬の各容器包装を廃棄せよ。 

(7) 被告は，別紙２被告標章目録記載８ないし１０の各標章を付した，別紙４被20 

告商品目録記載１ないし５の商品に関するパンフレットを廃棄せよ。 

(8) 被告は，原告に対し，４５００万５０００円及びこれに対する平成３０年４

月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 反訴請求 

原告は，第三者に対し，別紙８告知事実目録記載の各事実の告知又は流布をして25 

はならない。 
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第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 

(1) 本訴事件 

ア 本訴事件は，「守半」の文字からなる別紙１本件商標権目録記載の登録商標

（以下「本件商標」という。）についての同目録記載の商標権（以下「本件商標権」5 

という。）を有する原告が，被告に対して，被告において「守半」の文字を含む別紙

２被告標章目録記載の各標章（以下，同目録記載の符号に従い「被告標章１」，「被

告標章２」などといい，各標章を併せて「被告各標章」という。）を使用する行為は，

本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは

役務に使用する行為であり，商標法３７条１項１号により本件商標権を侵害する行10 

為とみなされると主張して，①同法３６条１項に基づき，被告各標章の使用の差止

めを求め（本訴請求(1)ないし(5)），②同条２項に基づき，被告の容器包装・パンフ

レットの廃棄を求め（本訴請求(6)及び(7)），③対象期間を平成２０年４月８日から

本訴事件が提起された平成３０年４月７日までの１０年間として，商標権侵害の不

法行為による損害賠償請求権に基づき，損害賠償金４５００万５０００円及びこれ15 

に対する訴状送達の日の翌日である平成３０年４月２２日から支払済みまでの民法

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める（本訴請求(8)）事案である。 

イ 被告は，被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するか

を争うとともに，「守半」の文字を用いた標章の本来的な帰属主体は原告ではなく，

原告は本来の帰属主体の分店にすぎないところ，被告は本来の帰属主体から「のれ20 

ん分け」を受けて「守半」を使用しているものであるから，原告が被告に対して本

件商標権を行使することは権利濫用に該当する等と主張して，原告の本訴請求を争

っている。 

ウ 補助参加人は，本訴事件の原告を補助するため，本訴事件の訴訟に参加した。

被告は，上記補助参加について異議を述べたが，その後，この異議を取り下げた。 25 

(2) 反訴事件 
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ア 反訴事件は，被告が，原告に対して，原告においてそのウェブページ上で

「守半」の標章に関して別紙８告知事実目録記載１の各括弧書内の表示（以下，併

せて「本件表示」という。）を行うことは競争関係にある被告の営業上の信用を害す

る虚偽の事実を告知し，又は流布する行為として不正競争防止法２条１項２１号の

不正競争に該当し，その侵害の停止又は予防に必要であるとして，同法３条１項に5 

基づいて本件表示に係る事実及び同目録記載２の事実の告知の差止めを求める事案

である。 

イ 原告は，本件表示が虚偽の事実の告知に当たらず，信用毀損行為に該当しな

い等と主張して，被告の反訴請求を争っている。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いがない事実又は後掲の証拠（以下，書証番号は特10 

記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

 (1) 当事者 

 ア 原告は，東京都大田区大森地区（以下「大森地区」という。）を本店所在地と

して「株式会社守半海苔店」の商号で昭和３３年１２月１日に設立され，海苔，海

苔佃煮，海苔茶漬の製造販売等を行う株式会社である（乙２）。 15 

 原告は，設立以来，大森地区の１店舗のみにおいて営業を継続している。 

 イ 被告は，東京都大田区蒲田地区（以下「蒲田地区」という。）を本店所在地と

して「株式会社守半蒲田店」の商号で昭和４４年９月１日に設立され，海苔の製

造・販売並びにお茶，椎茸及びかつお節の販売等を行う株式会社である。 

被告は，平成１８年５月以降においては，蒲田地区及び大森地区に別紙７被告店20 

舗目録記載１ないし５の店舗を有している（ただし同目録記載４の店舗は平成２９

年８月に閉店し，その後同目録記載５の店舗が開設された。）（甲９，３９，乙１，

６，弁論の全趣旨）。 

 被告は，平成１８年５月１日，その商号を「株式会社守半總本舗」に変更した

（乙１）。 25 

 ウ 補助参加人は，大森地区を本店所在地として「株式会社守半本店」の商号で
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昭和３３年１２月１日に設立された乾海苔販売，乾海苔加工販売等を目的とする株

式会社である（乙３）。 

 (2) 補助参加人及びその前身の事業 

 Ａは，明治１７年に屋号を「守半」として海苔問屋等を開業した（乙４０，弁論

の全趣旨。）。 5 

 上記の事業は，Ａから，その二男であるＢに承継され，更に，Ｂの長男であるＣ

に承継された。その後，Ｃを代表者として，昭和３３年１２月１日，大森地区を本

店所在地とする補助参加人が設立され，同社が上記事業を承継した（乙３。以下，

Ａが創業し，上記の順に補助参加人へと承継された事業について，その事業主体を

「守半本店」と総称することがある。）。 10 

原告及び被告と守半本店との各関係並びに原告及び被告による「守半」を含む標

章の使用開始の経緯については，後記のとおり，当事者間に争いがある。 

 (3) 原告による本件商標権の取得，「守半」を含む標章の使用 

ア 原告は，「守半」の文字を縦書きにしてなる本件商標について，昭和５１年４

月２８日に商標登録出願をし，昭和５５年５月３０日に登録を受けて，本件商標権15 

を有している（甲１，２）。  

 イ 原告は，本件商標権を取得する以前から，その製造販売する海苔製品に「守

半」の文字を含む標章（本件商標とは書体，色彩，縦書き・横書きの別が異なるも

のを含む。）を付して使用している（甲３，４）。 

 (4) 被告による「守半」を含む標章の使用 20 

ア 被告は，本件商標権の出願より前から，「守半」の文字を含む標章を海苔製品

の包装に付すなどして使用していた（乙２２）。 

イ 被告が，その商号を「株式会社守半總本舗」に変更した平成１８年５月１日

から本訴事件提起（平成３０年４月７日）までの期間の，被告による「守半」ない

し「守半總本舗」の文字を含む被告標章の使用状況は，別紙３被告標章の使用行為25 

のとおりである。 
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 (5) 本件商標と被告各商標との類否 

被告各標章は，その要部として，いずれも本件商標と同じ「守半」の文字を含み，

「モリハン」の称呼を生ずるものであり，それぞれ本件商標と類似する（弁論の全

趣旨）。 

 (6) 原告から被告に対する「守半」を含む標章の使用中止の申入れ 5 

 原告は，平成２９年１２月１９日，同月１８日付けの通知書（甲５）によって，

被告に対し，被告が「守半」の文字を含む標章を使用することが本件商標権の侵害

に当たると主張し，これらの標章を付した商品の販売中止等を求めた。 

 これに対して，被告は，同月から平成３０年２月にかけて，本件商標権の侵害の

事実を否定するほか，本件商標権の無効等を主張して，原告の主張は認められない10 

旨の回答を行った（甲６，８）。 

 (7) 本訴事件の提起 

 原告は，平成３０年４月７日，本訴事件を提起した（当裁判所に顕著な事実）。 

 (8) 原告のウェブページ上における本件表示 

 原告は，平成３０年１月末頃から，そのウェブページ上において，本件表示を行15 

っている（乙４１，５３）。  

 ３ 争点 

【本訴について】 

(1) 被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するか（争点１） 

(2) 原告の本件商標権に基づく本訴請求が権利濫用に該当するか（争点２） 20 

(3) 本件商標の商標登録が商標登録無効審判により無効にされるべきものか（争

点３） 

 ア 公序良俗違反（商標法４条１項７号）該当性（争点３－１） 

イ 周知商標（商標法４条１項１０号）該当性（争点３－２） 

(4) 被告が本件商標権について先使用権を有するか（争点４） 25 

(5) 原告の損害（争点５） 
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【反訴について】 

(6) 本件表示が被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するか（争

点６） 

４ 争点に対する当事者の主張 

(1) 争点１（被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するか）5 

について 

【原告の主張】 

別紙３被告標章の使用行為に記載した被告の行為は，以下のとおり，いずれも，

本件商標権の指定商品又は指定商品に類似する商品若しくは役務について，本件商

標と類似する被告各標章を使用するものであるから，商標法３７条１項１号により，10 

本件商標権を侵害するものとみなされる。 

ア 第１の行為（商品に標章を付し，販売する行為）について 

被告商品１ないし７は，「焼きのり」，「味付けのり」又は「海苔茶漬」であるが，

「焼きのり」及び「海苔茶漬」（「お茶漬けのり」に対応）は本件商標権の指定商品

であり，「味付けのり」についても，指定商品である「干しのり」及び「焼きのり」15 

と類似する商品である。 

 したがって，被告の第１の行為は，本件商標権の指定商品又は指定商品に類似す

る商品について，本件商標と類似する被告標章１ないし７を使用するものである。 

イ 第２の行為（商品に関するパンフレットに標章を付して頒布する行為）につ

いて 20 

被告は，焼きのり，味付けのり，かつお節及び茶葉に関する広告であるパンフレ

ットに被告標章８ないし１０を付して頒布しているところ，「焼きのり」，「かつお

節」，「茶葉」（第３１類の「茶の葉」に対応）は，本件商標権の指定商品であり，

「味付けのり」についても，上記のとおり指定商品と類似する商品である。 

したがって，被告の第２の行為は，本件商標権の指定商品又は指定商品に類似す25 

る商品について，本件商標と類似する被告標章８ないし１０を使用するものである。 
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ウ 第３の行為（商品に関するウェブページに標章を表示する行為）について 

 被告は，「焼きのり」，「味付けのり」，「海苔茶漬」，「茶葉」に関する商品の販売に

関するウェブページにおいて，被告標章１１を表示しているところ，上記のとおり，

これらの商品は本件商品の指定商品又はそれに類似する商品である。 

したがって，被告の第３の行為は，本件商標権の指定商品又は指定商品に類似す5 

る商品について，本件商標と類似する被告標章１１を使用するものである。 

エ 第４の行為（店舗内の売場表示として標章を表示する行為）について 

(ｱ) 被告は，別紙７被告店舗目録記載２及び３の各店舗において，その売場表示

として，店舗内の見やすい位置に大きく被告標章１２を表示して，「焼きのり」，「味

付けのり」及び「海苔茶漬」の各商品について小売役務を提供している。 10 

(ｲ) 指定商品「焼きのり」とその小売役務の関係についてみると，「焼きのり」

は，その製造と販売が同一事業者によって行われるのが一般的であるし，「焼きのり」

の販売場所とその小売役務の提供場所（店舗），需要者の範囲（一般消費者）は，い

ずれも一致する。これらの事情からすれば，指定商品「焼きのり」に使用される標

章と同一又はこれに類似する標章を，「焼きのり」の小売役務に使用した場合，「焼15 

きのり」の出所と上記小売役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え，出

所の混同を招くおそれがある。 

そうすると「焼きのり」の小売役務は，指定商品「焼きのり」と類似する役務で

あるといえる。同様に，「味付けのり」の小売役務も指定商品「焼きのり」と類似す

る役務であり，「海苔茶漬」の小売役務は指定商品「お茶漬けのり」と類似する役務20 

である。 

(ｳ) したがって，被告の第４の行為は，本件商標権の指定商品に類似する役務に

ついて，本件商標と類似する被告標章１２を使用するものである。 

【被告の主張】 

被告の行為が，原告の商標権を侵害するとみなされる行為に該当するとの評価は25 

いずれも争う。 
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また，第４の行為について，本件商標権の指定商品と被告の小売役務の類似性に

関する事実主張は否認し，法的評価については争う。 

(2) 争点２（原告の本件商標権に基づく本訴請求が権利濫用に該当するか）につ

いて 

【被告の主張】 5 

以下の事実からすれば，原告が被告に対して，本件商標権に基づく本訴請求をす

ることは権利の濫用に該当して許されない。 

ア 「守半」の標章の守半本店への帰属 

「守半」の標章は，もともとＡの創業した守半の標章であり，守半本店に原始的

に帰属するものであり，原告に帰属するものではない。 10 

イ 守半本店から被告へののれん分け 

以下のとおり，被告ないしその前身は，守半本店からのれん分け（永続的使用許

諾）を受けて「守半」の標章を継続的に使用しているものである。 

(ｱ) 被告の前身は，Ｄが昭和２年に蒲田地区に開業した「守半海苔店蒲田支店」

であり，この事業について，昭和４４年９月１日にＤの子であるＥによって設立さ15 

れた被告（当時の商号は「株式会社守半蒲田店」）が承継した。 

(ｲ) Ｄは，守半本店で番頭を務めていたところ，昭和２年に守半本店からのれん

分けを受け，「守半」の屋号を使用して営業することを認められた。 

開業後，Ｄの「守半海苔店蒲田支店」は，守半本店に近い蒲田地区で，守半本店

の容認の下，継続的に「守半」の標章を使用し，昭和４４年に被告に事業が承継さ20 

れた後も，被告は「守半」の商号を使用し，平成１８年の商号変更の際も引き続き

「守半」の商号を使用している。 

(ｳ) 守半本店と被告ないしその前身との間には９０年以上に及ぶ親密な交流があ

り，「守半」の標章の使用方法及び態様について守半本店から異論が出されたことは

ない。また，平成１８年の商号変更の際，守半本店の代表者であったＦは「守半總25 

本舗」への商号変更について承諾した。 
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(ｴ) 原告も，長年にわたり，被告に対して，被告が「守半」の標章を使用してい

ることに異議を述べていなかった。 

ウ 原告の「守半」の標章の使用権原等 

以下のとおり，原告は「守半」の標章の使用について，独占権を有する立場にな

い。 5 

(ｱ) 原告代表者の曾祖父母であるＧ（Ａの長女）及びＨ（旧姓Ｉ，Ａの婿養子）

は，「守半」の創業者であるＡから家督も事業も承継していない。 

(ｲ) 原告の初代代表者Ｊは，昭和２０年代に，守半本店の一分店であった大森支

店の店舗を取得したにすぎず，そこでの「守半」の屋号や「守半海苔店」の表記は，

分店として守半本店から借りたものにすぎなかった。 10 

また，原告は，昭和３３年１２月１日になって設立された法人であり，Ｊによっ

て昭和１６年１０月１日に設立された「合資會社守半海苔店」とは，組織形態も人

的体制も異なる別法人であって，両者に連続性はない。 

 (ｳ) 原告は「守半」ブランドの拡大に貢献していないこと 

原告は，大森地区の商店街において一店舗を経営するにとどまり，「守半」ブラン15 

ドの周知性の拡大に貢献していない。 

(ｴ) 守半本店は原告による本件商標の商標登録を許可していないこと 

守半本店が，その最大の無形財産である「守半」の標章を，その使用許諾を受け

たにすぎない原告（あるいは，合資會社守半海苔店）に独占させるなどということ

は，常識的な経験則に合致しない。 20 

 昭和２９年に，「合資會社守半海苔店」が「守半」の商標出願を行い，出願公告決

定まで受けながら，結局その登録に失敗しているのは，守半本店の許可がなかった

ためと考えられる。 

そして，本件商標権の登録に当たっても，守半本店が原告による登録を許諾した

ことを示す証拠はなく，守半本店による許可はなかったものといえる。 25 

エ 周知商標の出願に当たること 
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後記(3)イ【被告の主張】のとおり，本件商標は，出願がされた昭和５１年当時，

他人（守半本店）の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識

されている商標（商標法４条１項１０号）に該当するから，原告がこれを独占する

本件商標権の出願自体が不当である。  

オ 本件商標権取得の動機等の不当性 5 

原告は，本件商標権の出願の前後まで多額の借財を繰り返しており，本件商標権

の出願は，被告を排除することによってブランド利益を独占すること，さらには，

原告代表者等と親族関係にない者が経営する被告を狙い撃ちして，「守半」系列から

排除することを意図してなされたものであり，系列店である被告に知らせないまま

に出願を行ったのも悪質である。 10 

カ 権利行使態様の悪質性 

原告は，本件訴訟に先立って，海苔販売店の営業の最繁忙期であることを知りな

がら，平成２９年１２月に，翌年１月２日までとの非常識な期限を設定して「守半」

の標章の付された商品の販売中止，回収，所有権放棄，廃棄等を迫ったものであり，

これは被告の業務の妨害に当たる。 15 

また，守半本店と被告との間ののれん分けに関する反証を有しないまま，根拠な

く本訴事件の提起を強行し，訴訟の中でも事実に反する主張等をしているものであ

り，不当な訴訟活動を行っている。 

【原告の主張】 

被告の主張は争う。 20 

原告による本訴請求は，本件商標権の正当な行使の範囲を逸脱するものではなく，

権利濫用には該当しない。 

ア 「守半」の標章の守半本店への帰属について 

「守半」の標章が，もともとＡの創業した「守半」の標章であったことは認める

が，その承継者は守半本店に限られず，後記のとおり，原告も守半本店と対等な立25 

場での正当な承継者である。 
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イ 守半本店から被告へののれん分けについて 

(ｱ) 守半本店からＤへののれん分けの事実は否認する。 

のれん分けには，守半本店のＢのほか，同じくＡの事業を承継したＨが同席して

行われる儀式が必要であるところ，Ｄへののれん分けを裏付ける証拠はない。 

同人の店舗は，蒲田地区に限定された守半本店の統制下にある支店にすぎないか，5 

守半本店の支店を許可なく名乗った可能性がある。 

また，被告が，「守半本店」をしのぐかのような商号である「守半總本舗」へ商号

変更するに当たり，守半本店の代表者であったＦがこれを承諾したとの事実はない。 

(ｲ) 仮に，守半本店からＤへの使用の許諾があったと認められるとしても，包括

的かつ無制限の許諾であったはずはなく，蒲田地区において「守半」の標章を使用10 

することに限定したものであった。 

ウ 原告の「守半」の標章の使用権原等について 

(ｱ) 原告は，守半本店ともに，Ａの創業した「守半」の正当な承継者である。Ａ

は，明治１７年に守半を創業したが，明治３４年に，嫡男（二男）であるＢと最初

の子（長女）であるＧに平等に事業を継がせるため，主として海苔の卸しを行う守15 

半本店と，主として海苔の小売を行う守半海苔店に事業を分割した。 

守半本店の番頭であったＨ（旧姓Ｉ）はＧと婚姻して婿養子となり，大正３年，

Ａは，正式に，守半海苔店をＨ，Ｇ夫妻に承継させ，守半本店をＢに承継させた。

これにより，「守半」に関する権利は，守半海苔店と守半本店の事業主体が対等な立

場で共有することになったものであり，守半海苔店が守半本店の分店にすぎないと20 

の事実はない。 

その後，守半海苔店の事業について，Ｈ，Ｇ夫妻の子であるＪが承継し，更に，

Ｊを代表取締役として設立された合資會社守半海苔店を経て，同じく同人を代表者

として設立された原告が承継した。 

 (ｲ) 原告は，守半本店の承諾を得て，本件商標権を出願している。これは，他25 

社が「守半」を商標登録することによって，「守半」の表示を自己の標章として使用
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できなくなることを防止するために行われた防衛的な出願であり，守半本店に対し

て抜け駆け的に行ったものではない。 

また，合資會社守半海苔店による「守半」の商標出願も守半本店の承諾を得て行

われたものである。 

エ 周知商標の出願に当たることについて 5 

 「守半」が周知商標に該当するとの主張は否認する。 

オ 本件商標権取得の動機等の不当性について 

原告の借財と本件商標権の出願とは無関係であり，その他の主張は否認する。 

カ 権利行使態様の悪質性について 

被告の主張は否認する。 10 

(3) 争点３（本件商標の商標登録が商標登録無効審判により無効にされるべきも

のか）について 

ア 争点３－１（公序良俗違反（商標法４条１項７号）該当性）について 

【被告の主張】 

前記(2)【被告の主張】において，権利濫用該当性について主張した事実（専ら，15 

本件商標権の行使態様の不当性に関する事実を除く。）によれば，原告の出願に係る

本件商標は，その出願の目的及び経緯に照らし「公の秩序又は善良の風俗を害する

おそれがある商標」（商標法４条１項７号）に該当し，審判によって無効とされるべ

きものである。 

【原告の主張】 20 

前記(2)【原告の主張】のとおり，原告は，守半本店の承諾を得た上で本件商標権

の出願を行っており，本件商標の出願が公序良俗違反に該当することはない。 

イ 争点３－２（周知商標（商標法４条１項１０号）該当性）について 

【被告の主張】 

本件商標は，以下のとおり，出願がされた昭和５１年当時，他人（守半本店）の25 

業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標（商
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標法４条１項１０号）に該当し，原告は不正競争目的（商標法４７条１項）でその

商標登録を受けたものであるから，審判によって無効とされるべきものである。 

(ｱ)  周知性 

 ａ 守半本店は「焼きのり」の元祖として明治時代から知られており，「守半」の

海苔は昭和前期から高級海苔を扱う需要者に知られていた。 5 

守半本店は，昭和４０年代初頭から昭和５１年頃にかけて，全国的に著名な老舗

百貨店であった日本橋高島屋に出店して「守半」の海苔を販売し，また高島屋の全

国ギフトカタログ販売を行い，「東京駅名店街」，「横浜駅ビル東光のれん街」にも出

店していた。 

ｂ 被告も，本件商標の出願前から，関東有数の大ターミナル駅であった蒲田駅10 

前の商業施設（ニューカマタビル）の最前面に出店し，著名企業ユザワヤが被告の

海苔を大量に頒布するなどして周知性の獲得に貢献していた。 

(ｲ)  商品の同一性 

守半本店と原告はいずれも海苔店であり，本件商標登録の指定商品は本店の商品

（海苔製品）と同一又は類似である。 15 

(ｳ)  他人性 

「守半」の標章の帰属主体である守半本店は，原告とは別法人であり「他人」に

該当する。 

(ｴ)  不正競争の目的 

前記ア【被告の主張】で述べた事実（公序良俗違反を基礎づける事実）によれば，20 

原告の商標登録についての不正競争の目的も認められる。 

【原告の主張】 

被告の主張は争う。本件商標の商標登録は商標法４条１項１０号に反しない。 

(ｱ) 周知性について 

「守半」の標章が，本件商標権の出願以前から，一般の最終消費者を含む需要者25 

の間で周知であったとはいえない。 
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(ｲ) 他人性について 

「守半」の標章は，原告にとって他人の標章には該当しない。 

(ｳ) 不正競争の目的について 

原告が不正競争の目的で本件商標権の出願をしたとの事実はないから，商標法４

７条１項の除斥期間が適用されるべきである。 5 

(4) 争点４（被告が本件商標権について先使用権を有するか）について 

【被告の主張】  

被告による「守半」の標章の使用は，商標法３２条１項により許されるから，被

告各標章の使用は本件商標権の侵害に当たらない。 

ア 被告による先使用 10 

被告ないしその前身は，本件商標権の出願前の，昭和２年から「守半」の標章を

継続して海苔製品に使用している。 

イ 周知性 

前記(3)イ【被告の主張】のとおり，本件商標権の出願の時点で「守半」の標章は

全国的に周知なものであり，被告の標章としても周知となっていた。 15 

ウ 不正競争の目的がないこと 

被告ないしその前身は，本店からのれん分け（包括的使用許諾）を受けて，「守半」

の標章を海苔製品に使用してきたものであるから，当該使用に不正競争の目的はな

い。 

【原告の主張】 20 

被告の主張は争う。  

 「守半」の標章が，本件商標権の出願の時点で被告の商品等を表示するものとし

て周知になっていたとはいえない。また，被告ないしその前身に対するのれん分け

の事実はなく，守半本店及び原告のいずれからも正式な了承を得ずして「守半」の

標章を使用しているものであるから，被告には不正競争の目的があるといえ，先使25 

用権は認められない。 
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(5) 争点５（原告の損害）について 

【原告の主張】 

原告は，被告による本件商標権侵害によって被った損害のうち，本訴事件提起の

１０年前から本訴事件提起（平成３０年４月７日）までの１０年間に生じた以下の

損害合計４５００万５０００円について損害賠償請求をする。 5 

 ア 商標法３８条２項により推定される損害額 ４０００万５０００円 

 (ｱ) 被告の売上高 

本訴提起前１０年間の各年について，原告（１店舗で販売）における，被告商品

１，２，５に相当する原告の商品の年間売上は概算で１８９万円（単価５４０円×

３５００個），被告商品３，４，６に相当する原告の商品の年間売上は概算で７００10 

万円（単価３５００円×２０００個）である。 

被告は，被告商品１，２，５及び被告商品３，４，６について，別紙７被告店舗

目録記載１ないし３の計３店舗での販売及び通信販売において，それぞれ単品での

販売のほか，同種あるいは他種の商品とセットで販売していた。 

したがって，被告商品１ないし６の年間売上は，これらに相当する原告の商品の15 

年間売上の３倍を下らないといえるから，少なくとも，被告商品１，２，５につい

て５６７万円（１８９万円×３店舗），被告商品３，４，６について２１００万円

（７００万円×３店舗）と推認される。 

(ｲ) 被告の利益 

被告商品１ないし６について，被告の利益率は１５パーセント程度と考えられる20 

から，本訴提起前１０年間における被告の利益は，少なくとも，被告商品１，２，

５について８５０万５０００円（５６７万円×１５パーセント×１０年），被告商品

３，４，６について３１５０万円（２１００万円×１５パーセント×１０年）と推

認される。 

被告は，上記商品の販売以外にも，被告商品７の販売にかかる利益があった。そ25 

うすると，被告は，直近１０年間における被告商品１ないし７の販売により，少な
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くとも４０００万５０００円（８５０万５０００円＋３１５０万円）の利益があっ

たと推認される。 

イ 弁護士費用等 ５００万円 

原告は，被告が原告からの警告及び話し合いに応じなかったため，本訴事件の提

起を余儀なくされ，商標権侵害と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用として少5 

なくとも５００万円の損害が発生した。 

【被告の主張】 

原告主張の原告商品の売上げ，利益率，販売形態，販売実績等の事実は不知であ

り，その余の主張は否認ないし争う。 

(6) 争点６（本件表示が被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当す10 

るか）について 

【被告の主張】 

原告が，そのウェブページ上において，本件表示を行うことは，被告の営業上の

信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為（不正競争防止法２条１項２

１号）に該当する。  15 

ア 競争関係 

原告と被告は，いずれも東京都大田区において海苔製品の製造販売等を行ってお

り，ともに同種の商品（海苔製品）を扱って需要者又は取引者を共通にする関係に

あるから同号にいう「競争関係」にある。 

イ 本件表示が被告の営業上の信用を害すること 20 

(ｱ) 本件表示は，あたかも原告こそが「『やきのり』の元祖」であり，その「元

祖」はどこにも「のれん分け」をしておらず，その登録商標である「守半」の「類

似商標」を用いる「守半總本舗」（被告）は違法冒用業者であるから注意せよと閲覧

者に促すものであり，被告があたかも「守半」の屋号の使用の正当性を有しない違

法業者であるかのように読み手を誤導する表示であるから，被告の営業上の信用を25 

害する表示に当たる。 
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(ｲ) 本件表示においては，被告の名称が明示されていないが，現在「守半」の屋

号を用いて海苔製品の製造販売を行っているのは原告と被告のみであり，「守半」の

インターネット検索及び予測変換で表示されるのも当該２社だけである。 

したがって，第三者から見て，本件表示は，被告を対象とするものであることが

認識可能であるから，被告に対する誹謗に該当する。 5 

ウ 本件表示が虚偽の事実に当たること 

「『やきのり』の元祖」と言われているのは，明治１７年にＡが創業した守半本店

であり，「明治３４年に創業した守半海苔店が『やきのり』の元祖といわれている」

との表示は虚偽である。 

また，被告は「元祖」である守半本店から「のれん分け」（屋号の使用権付与）を10 

受けており，被告がどこからも「守半」の屋号の使用権の付与を受けていない違法

業者であるかのような誤解を与える点も，本件表示は虚偽の表示である。 

しかも，原告の関係者（Ｊ）が現店舗の土地建物を取得したのは昭和２０年代に

なってからであり，原告はその約７年後である昭和３３年に設立された法人である

から，原告が明治３４年に創業したとの表示自体も虚偽である。 15 

このように，本件表示は，原告において，自己の地位や歴史を偽り，あたかも自

己こそが明治から続く「元祖」であって，被告は「守半」の使用権原を有しない違

法業者であるかのように読み手に誤認を生じさせるものであるから，虚偽の表示で

ある。 

【原告の主張】 20 

本件表示は，被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行

為に該当しない。 

ア 競争関係 

原告と被告とは，何ら関係のない法人同士であり，競争関係にあることは争わな

い。 25 

イ 本件表示が被告の営業上の信用を害することについて 
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被告の主張は否認する。 

ウ 本件表示が虚偽の事実に当たることについて 

被告の主張は否認する。 

「『やきのり』の元祖」と言われているのは，明治１７年にＡが創業した「守半」

であり，その「守半」から明治３４年にＡが創業した「守半海苔店」が「『やきのり』5 

の元祖」と言われているというのは，真実を記載したものであり虚偽ではない。 

また，本件表示は，原告である「守半海苔店」がのれん分け等をしていないと記

載しているにすぎないので，虚偽ではない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するか）10 

について 

(1) 第１の行為，第２の行為及び第３の行為について 

「焼きのり」，「海苔茶漬」（「お茶漬けのり」に相当するものと認められる。），「か

つお節」，「茶葉」（「茶の葉」に相当するものと認められる。）は，いずれも本件商標

権の指定商品に当たり，「味付けのり」についても，指定商品である「干しのり」及15 

び「焼きのり」と類似する商品であると認められる。 

そして，被告標章１ないし１１は，前記第２の２(5)のとおり，本件商標と類似す

る。 

そうすると，第１の行為，第２の行為及び第３の行為については，上記のとおり，

本件商標権の指定商品又は指定商品に類似する商品について，第１の行為（商品に20 

標章を付し，販売する行為）については商品の包装に標章を付し，それらを譲渡す

る行為（商標法２条３項１号，２号）として，第２の行為（商品に関するパンフレ

ットに標章を付して頒布する行為）については商品に関する広告に標章を付して頒

布する行為（同項８号）として，第３の行為（商品に関するウェブページに標章を

表示する行為）については商品に関する広告に関する情報に標章を付して電磁的方25 

法により提供する行為（同項８号）として，それぞれ，本件商標と類似する被告標
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章１ないし１１を使用するものと認めるのが相当であり，いずれも本件商標権を侵

害するものとみなされる（同法３７条１号）。 

(2) 第４の行為（店舗内の売場表示として標章を表示する行為）について 

ア 本件商標の指定商品である「焼きのり」及び「お茶漬けのり」と，被告が行

っている「焼きのり」，「味付けのり」及び「海苔茶漬」の各商品についての小売役5 

務（小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）との類似性を検討する

と，当該小売役務の対象となる商品は本件商標の指定商品又はそれに類似する商品

（味付けのり）であり，原告及び被告がそれぞれこれらの商品の製造・小売の双方

を行っているように（甲４，１０，１１，弁論の全趣旨），一般的にそれぞれ異なる

事業者が主体となるものではなく，商品の販売と役務の提供される場所も格別に異10 

なるものでもなく，需要者の範囲も一般的には一致すると認められる。 

そうすると，上記指定商品に使用される標章と同一又はこれに類似する標章を，

上記小売役務に使用することは，一般には，商品の出所と役務の提供者が同一であ

るとの出所の混同を招くおそれがあるといえることになるから，「焼きのり」，「味付

けのり」及び「海苔茶漬」の各商品についての小売役務は指定商品と類似する役務15 

というべきである。 

イ そして，被告標章１２は，前記第２の２(5)のとおり，本件商標と類似する。 

ウ したがって，被告の第４の行為は，本件商標権の指定商品に類似する役務に

ついて，役務に関する広告である売場表示に標章を付して展示して（商標法２条３

項８号），本件商標と類似する被告標章１２を使用する行為であり，本件商標権を侵20 

害するものとみなされる（同法３７条１号）。 

２ 争点２（原告の本件商標権に基づく本訴請求が権利濫用に該当するか）につ

いて 

(1) 事実認定 

ア 原告及び被告による「守半」を含む標章の使用状況や本件商標権の登録の経25 

緯等 
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前記の前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認め

られる。 

 (ｱ) Ａによる事業の開始 

Ａ（万延元年生まれ）は，明治１７年，２４歳の頃に，大森地区において海苔問

屋等を行う「守半」を開業し，その後，焼きのり等の製造販売を開始した（乙４０，5 

弁論の全趣旨。）。 

 (ｲ) Ａの子らの状況 

 Ａの子ら及びその親族の状況は，別紙９親族関係図のとおりである。 

 Ａには，長女Ｇ（明治１８年生まれ），二男Ｂ（明治２３年生まれ），三男（明治

２５年生まれ），四男（明治２６年生まれ）がいた（甲１６）。長男については，明10 

治３４年頃までには死亡していた（甲１６，３３，弁論の全趣旨）。 

 Ｉ（明治１９年生まれ）は，明治４４年５月（略）日，Ａの婿養子となる縁組を

し，Ｇと婚姻して，Ｈとなった。 

Ｈは，大正３年７月（略）日，分家の届出をした（甲１６）。 

(ｳ) Ｂによる守半本店の承継 15 

Ｂは，遅くともＨの分家の頃までには，Ａから守半本店の事業の全部ないし一部

を実質的に承継した（乙４０，弁論の全趣旨）。 

(ｴ) Ｄによる事業の開始 

ａ 被告代表者の祖父にあたるＤ（明治３４年生まれ）は，遅くとも大正８年頃

から，守半本店において丁稚として働き始めたが，昭和２年頃，蒲田地区において20 

「守半」を含む屋号を使用して，海苔販売等の事業を開始した（乙４，１１，２２，

弁論の全趣旨）。 

ｂ Ｄは，上記事業について，「乾海苔問屋守半支店」（乙１１の１２），「守半支

店」（乙１２）といった屋号を使用して蒲田地区で複数の店舗を経営しており，戦災

によってこれらの店舗を失ったが，戦後に蒲田地区に店舗を再び設け，蒲田駅前の25 

ビルに店舗を構えるなどして，「守半海苔店蒲田支店」（乙１１の１３），「守半海苔
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茶店」（乙５６の１），「守半海苔店」（乙２６の１・２，５６の２）といった屋号を

使用していた（乙６，２２）。 

また，Ｄは，上記事業で扱う海苔製品の容器等にも「守半」との標章を付して使

用していた（乙１１の８～１０，２２）。 

ｃ Ｄは，遅くとも昭和３９年頃には蒲田地区に限らず，全国規模で注文を受け5 

付けるようになっていた（乙２６）。 

(ｵ) Ａの死亡 

Ａは昭和１３年７月（略）日に死亡し，Ｂがその家督相続をした（乙２９）。 

(ｶ) 合資會社守半海苔店の設立 

昭和１６年１０月１日，ＨとＧの長男であるＪ（明治４４年生まれ）を代表者と10 

して，大森地区を本店所在地とし，乾海苔加工販売等を目的とする合資會社守半海

苔店が設立された。同社には，Ｈ，Ｊ及びＧのほか，ＨとＧの四男及びＪの妻が出

資して社員となった（甲１６，１７）。 

(ｷ) 合資會社守半海苔店による商標出願 

合資會社守半海苔店は，昭和２９年に「守半」の字を縦書きしてなる標章につい15 

て，指定商品を「海苔，焼海苔」等とする商標出願をし，同年９月１５日付けで出

願公告の決定がされたが，商標登録にまでは至らなかった（甲１８，弁論の全趣旨）。 

 (ｸ) 補助参加人（株式会社守半本店）の設立 

昭和３３年１２月１日，Ｂの長男Ｃ（大正１５年生まれ）を代表取締役として，

大森地区（合資會社守半海苔店とは別住所）を本店所在地とし，乾海苔加工販売等20 

を目的とする補助参加人が設立され，守半本店の事業を同社が承継した（乙３，２

９）。 

 (ｹ) 原告（株式会社守半海苔店）の設立 

 前記(ｸ)と同じ昭和３３年１２月１日，Ｊを代表取締役として，合資會社守半海苔

店と同じ場所を本店所在地とし，乾海苔加工販売等を目的とする原告が設立された。25 

その際，原告と補助参加人に共通する役員はいなかった（乙２，３）。 
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 (ｺ) 合資會社守半海苔店の清算 

 合資會社守半海苔店は，昭和３７年５月３１日に解散し，同年１２月１０日に清

算決了の登記がされた（甲１７）。 

 (ｻ) 被告の設立 

昭和４４年９月１日，Ｄの長男Ｅ（昭和９年生まれ）を代表取締役として，商号5 

を「株式会社守半蒲田店」，蒲田地区を本店所在地，のり，茶及び関連商品の販売等

を目的とする被告が設立され，Ｄが開業した前記(ｴ)の事業を被告が承継した。被告

は，当該事業に当たって「守半」を含む標章を引き続き使用した（乙１，４，２２，

５６）。 

被告は，蒲田地区に店舗を設けるほか，平成１７年には大森地区に別紙７被告店10 

舗目録記載３の店舗を開業した（乙６）。 

 (ｼ) 本件商標権の出願・登録 

原告は，昭和５１年４月２８日，本件商標権の出願を行い，昭和５５年５月３０

日にこれが登録された。 

原告は，この出願に際して，被告にその旨を連絡することはなかった（弁論の全15 

趣旨）。 

(ｽ) 原告から被告に対する昭和５６年の警告 

原告は，昭和５６年，被告に対して，当時原告が使用していたものと同様の「守

半」の文字の付された包装紙を使用することを中止するように要求したことがあっ

た。これに対して，被告は，直ちには使用を中止せず，その後も相当期間，同様の20 

包装紙の使用を継続した（甲２８～３０，乙２２，弁論の全趣旨）。 

 (ｾ) 守半總本舗への商号変更とその際の原告及び守半本店とのやりとり 

ａ 被告は，平成１８年５月１日付けでその商号を「株式会社守半蒲田店」から

「株式会社守半總本舗」に変更し，同月１７日付けで，被告と原告及び守半本店が

所属する大森本場乾海苔問屋協同組合に対して，上記変更の届出をした（乙１，７，25 

８５）。 
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ｂ 補助参加人の当時の代表者であったＦは，遅くとも，上記の届出から数か月

以内には，被告による商号変更の事実を認識したが，その際又はその後も，被告に

対して，異議を述べることはなかった（証人Ｆ）。 

ｃ 原告は，上記の商号変更の頃，被告に対して「守半」を含む商号や標章を使

用しないようにとの抗議をした。これに対して，被告は，平成１８年９月頃，原告5 

に対し，「守半」の屋号は守半本店からのれん分けを受けて昭和２年から使用してい

るものであり，原告の抗議は不当である旨を記載した書面を送付した。被告は，そ

の後も上記商号と別紙３被告標章の使用行為記載の「守半」を含む標章（被告各標

章）の使用を継続した（被告代表者本人，乙２０）。 

 (ｿ) 守半本店の海苔事業の休止 10 

守半本店は，平成２２年頃から，海苔事業を休止する状況となった（証人Ｆ）。 

 (ﾀ) 原告からの再度の「守半」を含む標章の使用中止の申入れ 

 前記第２の２(6)ないし(8)のとおり，原告は，平成２９年１２月１９日，同月１

８日付けの通知書（甲５）によって，被告に対し，本件商標権に基づき，被告が

「守半」の文字を含む標章を使用することの中止を求め，これに被告が応じなかっ15 

たところ，平成３０年４月７日に本訴事件を提起した。 

 イ 守半本店による小売事業の状況 

証拠（乙２５，４０，５６，６０）及び弁論の全趣旨によれば，守半本店は，Ｂ

が承継した後も，小売店を設けて小売業を行っており，昭和４０年代頃には，原告

が大森地区で１店舗で営業していたのに対し，日本橋高島屋，東京駅名店街及び横20 

浜駅ビル東光のれん街で小売販売をするなどしていたことが認められる。 

 ウ Ｄないし被告及びその関係者と守半本店及びその関係者との取引・交流等 

証拠（乙１１，１３，２２，７７～８２，８４，８８，８９，証人Ｆ，被告代表

者本人）及び弁論の全趣旨によれば，Ｄが事業を開始した後，Ｄないし被告及びそ

の関係者と守半本店及びその関係者との間には継続的に一定の交流があり，被告が25 

昭和６１年１１月に創業６０周年記念及び新社屋落成披露の会を開催した際には，
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守半本店からも関係者（Ｃの弟のＫ）が出席したこと，被告と守半本店との間の取

引関係として，少なくとも，昭和５０年代頃及び平成１３年から平成１８年までの

期間に「守半」の標章が入ったお茶漬け海苔を守半本店が被告に卸売りしたことが

あり，平成１３年から平成１４年頃に被告の製品について守半本店が加工や倉庫で

の保管を請け負ったことがあったこと，守半本店と被告とが一時期，同じデザイン5 

の缶を製品の容器として使用していたことが認められる。 

エ 「守半」の標章の知名度 

証拠（乙２６，４２，４３，５６，６０）及び弁論の全趣旨によれば，本件商標

権の出願がされた昭和５１年当時，海苔の製造販売業における「守半」の標章は，

大森地区・蒲田地区を中心として，一定の知名度と信用を獲得していたと認められ10 

る。 

(2) 判断 

ア 守半本店からＤに対する商号ないし標章の使用許諾の有無について 

(ｱ) 前記(1)ア(ｴ)及び(ｻ)のとおり，Ｄは，昭和２年頃から，守半本店のある大

森地区に近い蒲田地区において，継続的に「守半」を含む商号及び標章を使用して15 

海苔販売等の事業を行い，昭和４４年に被告が設立された後は，被告がこれを継続

した。また，その間，前記(1)ウのとおり，Ｄないし被告と守半本店との間には一定

の取引・交流が継続していた。 

このような状況の中で，本件全証拠によっても，被告ないしＤによる「守半」を

含む商号及び標章の使用に対して，守半本店から異議が述べられた事実は認められ20 

ないことからすれば，Ｄの開業に当たっては，守半本店から，これをのれん分けと

いうかはひとまず措くとして，これらの商号及び標章の使用についての許諾があっ

たものと推認するのが相当である。 

(ｲ) 原告は，仮に許諾があったとしても，包括的かつ無制限の許諾ではなく蒲田

地区において「守半」の標章を使用することに限定したものであった旨主張する。 25 

しかしながら，前記(1)ア(ｴ)ｃ，同ア(ｻ)のとおり，Ｄ及び被告は，蒲田地区以外
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でも一定の営業を行っており，平成１８年には「守半總本舗」へ商号変更をしてい

るところ，これらの点について，守半本店から特段の異議が述べられたとは認めら

れないことからすれば，蒲田地区以外での営業や「守半總本舗」の商号の使用が，

上記の許諾の範囲を逸脱するものであったとは認められない。 

(ｳ) また，原告は，昭和１５年に守半本店の従業員であったＬへののれん分けが5 

された際には，守半本店の店舗において，守半本店（Ｂ）とＨが同席の下での儀式

が行われていたとして，Ｄへののれん分けがあったとすれば，守半本店に加えてＨ

が同席して儀式が行われたはずであり，それがないのであればのれん分けはなかっ

たというべきである旨主張する。 

しかしながら，後記イ(ｲ)のとおり，Ｄへの許諾がされた昭和２年の時点で，Ｈな10 

いしＧが独立の事業主体として守半本店と同列の立場にあったことを裏付ける的確

な証拠はなく，Ｄによる「守半」の商号及び標章の使用に対して，Ｈが異議を述べ

たことをうかがわせる証拠もないことからすれば，Ｄへの許諾がＨの許諾をも要す

るものであったとは認められない。また，商号や標章の使用許諾について，通常何

らかの儀式が行われていたことをうかがわせる証拠もなく，そうであれば，仮に，15 

Ｄへの許諾の際に何らかの儀式がされなかったとしても，このことが前記(ｱ)の認定

を左右するともいえない。 

イ 守半本店から原告への承継の態様について 

(ｱ) 原告の設立頃までの事実経過（前記(1)ア(ｱ)ないし(ｳ)，(ｵ)ないし(ｺ)）及

び弁論の全趣旨からすれば，Ａの子であるＨ及びＧは，もともとはＡによる守半本20 

店の事業に従事していたが，その後，遅くとも合資會社守半海苔店の設立までに，

Ａが開業した守半本店の事業の少なくとも一部を引き継ぐ形で独立した事業主体と

なり，「守半海苔店」の商号を使用して海苔製品の販売等の事業を行うようになり，

当該事業について，Ｊが承継し，更に，合資會社守半海苔店を経て，最終的に原告

が承継したものと認めるのが相当である。 25 

(ｲ) 原告は，ＨとＧによる事業と守半本店との関係について，Ａが明治３４年に
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主として海苔の卸しを行う「守半本店」と，主として海苔の小売を行う「守半海苔

店」に分割し，大正３年に，対等な立場で，「守半本店」の事業をＢに，「守半海苔

店」の事業をＨとＧに承継させたものであると主張する。 

しかしながら，Ａの事業が明治３４年に卸しと小売で分割されたという点につい

ては，原告の主張するような形態での分割の事実とは整合しない前記(1)イの事実が5 

認められ，他方で，原告が主張するＡによる事業の分割を裏付ける的確な証拠はな

い。 

 また，大正３年頃に，Ｈ及びＧに対して，Ｂと対等の立場でＡの事業が承継され

たという点についても，その時期にＨの分家の届出がされているものの（前記(1)ア

(ｲ)），ＡからＨないしＧへの大規模な事業用財産等の移転の事実を認めるに足りる10 

証拠はなく，Ａの有していた資産の多くはその後の家督相続によってＢに承継され

たと考えられること（乙３１～３９，弁論の全趣旨），大正１５年に大森本場乾海苔

問屋組合によって発行された「海苔の研究」と題する書籍において，Ａ及びその事

業を紹介するに際して，Ｂについては，１５，６年前より同家海苔店を全部引き受

けた旨の記載があるのに対して，ＨやＧによる事業については言及がないことも併15 

せて考慮すれば，Ａが開業した守半本店の事業を主として承継したのは守半本店

（Ｂ）であったと認めるのが相当であり，同事業の承継に関し，Ｈ及びＧが守半本

店と同等の立場でこれを承継したと認めるに足りる証拠はない。 

ウ 検討 

(ｱ) 前提事実及び前記(1)の事実並びに前記ア及びイによれば，原告，被告及び20 

守半本店は，本件商標権の出願以前において，それぞれ「守半」を含む商号及び標

章を用いて，海苔の製造販売等の事業を行っていたところ，三者が使用する海苔製

造販売事業における「守半」の商号及び標章は，いずれもＡが開業した守半本店の

事業に由来するものであり，守半本店及び原告は，Ａの上記事業を承継した者とし

て，被告は，守半本店から上記商号及び標章の使用許諾を受けた者として，これら25 

の使用を継続していたものということができる。 
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(ｲ) そして，前記(1)エのとおり，本件商標権の出願当時の「守半」の標章が一

定の知名度と信用を獲得していたこと，「守半」の標章はＡの事業に由来するもので

あり，前記イのとおり，その主たる承継者は守半本店であったこと，前記(1)イのと

おり，守半本店が昭和４０年代には大森地区外の複数店舗で小売販売を行うなどし

ていたことからすれば，上記の「守半」の標章の知名度と信用の獲得については，5 

これが集中的に原告ないしその前身に帰属するものであったともいえない。 

そして，前記(1)ア(ｴ)及び(ｻ)の被告側の営業の状況を考慮すれば，上記の「守半」

の標章の知名度と信用の獲得については，守半本店や原告の他に，被告ないしＤに

よる寄与もあったものということができる。 

(ｳ) 以上の点に加え，前記(1)アのとおり，本件商標権取得後も本訴提起に至る10 

平成２９年末以降の時期まで，原告が被告に対して長期間権利行使をしておらず，

原告が被告による「守半」の標章の使用に異議を述べたと認められるのは，前記(1)

ア(ｽ)及び(ｾ)ｃの機会に留まることも考慮すれば，原告が，被告に対して，「守半」

を含む被告各標章の使用の中止等を求めて，本件商標権に基づく本訴請求をするこ

とは，権利の濫用に該当するというべきである。 15 

 ３ 本訴請求についてのまとめ 

 以上によれば，原告の本訴請求は，その余の点について判断するまでもなく，い

ずれも理由がない。 

 ４ 争点６（本件表示が被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当す

るか）について 20 

(1) 本件表示のうち，原告である「守半海苔店」が「東京大森の一店舗のみで販

売を行っており、のれん分け等はしておりません。」とする記載については，前記２

(2)アのとおり，被告に商号や標章の使用を許諾したのは守半本店であり，原告では

ないことからしても，それ自体が虚偽の記載であるとは認められない。また「『守半』

は、弊社の登録商標です。類似の商標にご注意ください」とする点についても，前25 

記２のとおり，原告から被告への本件商標権の行使が許されないとの事実を考慮し
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ても，虚偽の事実を記載するものとはいえない。 

 また，被告は，本件表示のうち，原告が自身について説明する「明治３４年、大

森の地に開業した守半海苔店は『やきのり』の元祖といわれています。」との記載が

虚偽であるとも主張するが，Ａが焼きのりの元祖である旨の記載は被告のウェブペ

ージにも記載されていること（甲２０），前記２(2)イのとおり，原告が守半本店の5 

事業を少なくとも一部承継していると認められることをも考慮すれば，上記記載が，

他人の営業上の信用を害する虚偽の事実に当たるとはいえない。 

(2) 被告は，本件表示は，全体として読むと，あたかも原告こそが明治から続く

「元祖」であって，「守半」の「類似商標」を用いる被告が「守半」の使用の正当性

を有しない違法業者であるかのように誤導するものであると主張する。 10 

しかしながら，原告のウェブページにおいて，本件表示やその周辺に被告につい

ての記載は一切されておらず（乙４１），「守半」の屋号を使用する海苔製造業者の

数が限られていること（乙５２）を考慮しても，本件表示が，原告が主張するよう

に被告が商標の違法使用をしているとの事実を告知するものとまでは評価できない。 

(3) 以上によれば，本件表示は，競争関係にある被告の営業上の信用を害する虚15 

偽の事実の告知（不正競争防止法２条１項２１号）に該当するとはいえないから，

その余の点について判断するまでもなく，被告の反訴請求はいずれも理由がない。 

５ 文書提出命令の申立てについて 

被告は，原告の本件商標権の行使が権利濫用に当たることの立証に必要であると

して，原告に対して，前記２(1)ア(ｷ)の合資會社守半海苔店による商標出願に関す20 

る資料について文書提出命令の申立て（当庁平成３０年（モ）第９９４０号）をす

るが，前記２の認定判断に照らせば，現時点において，上記申立てに係る文書の取

調べの必要性はないと認められる。 

よって，上記申立ては，必要性がないので，これを却下する。 

６ 結論 25 

 以上によれば，原告の本訴請求及び被告の反訴請求は，いずれも理由がないから



30 

 

これらを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第２９部 
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別紙１ 本件商標権目録 

登録商標 

 

登録番号    第１４１７３２２号 

出願年月日   昭和５１年４月２８日 5 

出願番号    商願昭５１－０２６９７２ 

出願公告番号  昭５４－０３０８１９ 

登録年月日   昭和５５年５月３０日 

商品の区分及び指定商品 

第２９類 食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果10 

実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろ

ろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），

かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひ

じき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り

豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又15 

はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 

第３０類 コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンド

イッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
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ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパ

ウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒か

す  

第３１類 食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜（「茶の葉」を除

く。），茶の葉，糖料作物，果実，コプラ，麦芽 5 

第３２類 飲料用野菜ジュース 
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別紙２ 被告標章目録 

１ 

 

 

 5 

 

 

 

２ 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

  ３ 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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  ４ 

 

 

 

 5 

 

 

  ５ 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

  ６ 

 

 

 

  ７ 20 

 

 

 

 

  25 
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 10 
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１０ 

 

 

 

１１ 20 
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１２ 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 
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別紙３ 被告標章の使用行為 

 １ 商品に標章を付し，販売する行為 

被告は，以下のとおり，焼きのり，味付け海苔及び海苔茶漬である，別紙４被告

商品目録記載１ないし７記載の各商品（以下，以下，同目録記載の符号に従い「被

告商品１」，「被告商品２」などといい，各商品を併せて「被告各商品」という。）の5 

包装に，被告標章１ないし７を付して，被告各店舗で販売すると共に，電話，ファ

ックス及びインターネットを介して受け付けた注文に応じて通信販売している（以

下，これらの行為を併せて「第１の行為」ということがある。）。 

 (1) 被告商品１ 

被告は，被告商品１（焼きのり）について，その包装用パックの表面において，10 

その左下の部分に「守半總本舗」の文字を黒色で縦書きしてなる被告標章１を付し，

かつその右上の部分に「守半粋の極み」の文字を青色で縦書きしてなる被告標章２

を付して，販売している。さらに，当該包装用パックを収容する木箱の表面におい

ても，被告標章１及び被告標章２と同様の態様で色彩を濃紺色に変更した標章がそ

れぞれ付されている。 15 

(2) 被告商品２ 

被告は，被告商品２（焼きのり）について，その包装用パックの表面に「守半粋

の極み」の文字を青色で縦書きしてなる被告標章２を付して販売している。 

(3) 被告商品３ 

被告は，被告商品３（焼きのり及び味付けのり）について，その包装用缶の表面20 

に「守半總本舗」の文字を銀色で縦書きしてなる被告標章３を付して，単体で，あ

るいは同種若しくは他種の商品とセットで販売している。 

(4) 被告商品４ 

被告は，被告商品４（焼きのり）について，その包装用フィルムの表面に，「守半

總本舗」の文字を紺色で縦書きしてなる被告標章４あるいは被告標章４と色彩のみ25 

異なる標章を付して販売している。 
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すなわち，被告は，商品番号Ｚ６０の商品について，その包装用フィルムの表面

に被告標章４を付して販売し，同様に，商品番号Ｚ４０の商品について，被告標章

４と色彩のみ異なるグレー色の標章を付し，商品番号Ｚ５０及びＺ７０の商品につ

いて被告標章４と色彩のみ異なる黄色の標章を付して，それぞれ販売している。 

 (5) 被告商品５ 5 

被告は，被告商品５（焼きのり及び味付けのり）について，その包装用容器の表

面に「守半特選」の文字を縦書きしてなる被告標章５を付して，単体で，あるいは

同種若しくは他種の商品とセットで販売している。 

 (6) 被告商品６ 

被告は，被告商品６（焼きのり及び味付けのり）について，包装用容器の裏面に10 

「守半總本舗」の文字を黒色で横書きしてなる被告標章６を付して，単体で，ある

いは同種若しくは他種の商品とセットで販売している。 

 (7) 被告商品７ 

被告は，被告商品７（海苔茶漬）について，その包装用容器の表面に「守半總本

舗」の文字を縦書きしてなる被告標章７を付して販売している。 15 

 ２ 商品に関するパンフレットに標章を付して頒布する行為 

被告は，以下のとおり，焼きのり，味付けのり，かつお節及び茶葉に関するパン

フレットに被告標章８ないし１０を付して頒布している（以下，この行為を「第２

の行為」ということがある。）。  

すなわち，被告は，被告商品１ないし被告商品６の各商品（焼きのり，味付けの20 

り），かつお節及び茶葉に関するパンフレットについて，別紙５被告商品以外への使

用態様目録記載１ないし３の態様で，その表紙に「守半總本舗」の文字を縦書きし

てなる被告標章８を，その裏表紙に「守半の海苔」の文字を縦書きしてなる被告標

章９を，被告商品１及び被告商品２を紹介するページの中央に「守半 粋の極み」

の文字を横書きしてなる被告標章１０を，それぞれ付して頒布している。 25 

 ３ 商品に関するウェブページに標章を表示する行為 
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 被告は，以下のとおり，焼きのり，海苔茶漬，茶葉を含む商品の販売に関するウ

ェブページにおいて，被告標章１１を表示している（以下，この行為を「第３の行

為」ということがある。）。 

すなわち，被告は，「ＯＮＬＩＮＥ ＳＨＯＰ」との表示が付された通信販売用ウ

ェブページにおいて，焼きのり，味付けのり，海苔茶漬及び茶葉に関する商品の表5 

示とともに，当該ウェブページの左上の位置に別紙５被告商品以外への使用態様目

録記載４の態様で被告標章１１を表示している。また，被告は，上記の通信販売用

ウェブページと同様に，別紙６被告ウェブページ目録記載の各ウェブページ（以下

「被告ウェブページ」という）においても，被告の概要・店舗等を紹介するウェブ

ページの左上の位置に別紙５被告商品以外への使用態様目録記載５の態様で被告標10 

章１１を表示している。 

 ４ 店舗内の売場表示として標章を表示する行為 

 被告は，別紙７被告店舗目録記載２及び３の各店舗において，焼きのり，味付け

のり及び海苔茶漬を小売販売するに際し，これらの店舗内の売場表示（店舗を示す

表示）として，別紙５被告商品以外への使用態様目録記載６及び７の各態様で，被15 

告標章１２を表示している（以下，この行為を「第４の行為」ということがある。）。 

 すなわち，被告は，上記店舗において，店舗内の見やすい位置に大きく被告標章

１２を表示して，焼きのり，味付けのり及び海苔茶漬の小売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供を行っている。 
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（別紙４ 被告商品目録は省略） 

（別紙５ 被告商品以外への使用態様目録は省略） 

 

別紙６ 被告ウェブページ目録 

ＵＲＬ「（ＵＲＬは省略）」により特定されるインターネット上のウェブページ及5 

び同ドメイン名下において存在する全てのインターネット上のウェブページ 

 

（別紙７ 被告店舗目録は省略） 

 

別紙８ 告知事実目録 10 

１ 「明治３４年、大森の地に開業した守半海苔店は『やきのり』の元祖といわれ

ています。」，「私ども守半海苔店は明治３４年（１９０１年）の創業以来、東京大

森の一店舗のみで販売を行っており、のれん分け等はしておりません。『守半』は、

弊社の登録商標です。類似の商標にご注意ください。」との事実 

２ 原告以外に「守半」の標章又は屋号について正当な使用権原を有する者は存在15 

しない旨の事実 

 

（別紙９ 親族関係図は省略） 
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